
土地改良・切り語り

1
土
地
改
良
法
の
改
正

　

土
地
改
良
法
が
久
し
ぶ
り
に
大
改
正
さ
れ
た
。
だ
が
、

土
地
改
良
事
業
の
参
加
資
格
の
問
題
の
改
正
に
ま
で
踏

み
込
ん
で
い
な
い
。
公
共
事
業
に
は
必
ず
利
益
を
受
け

る
受
益
者
が
い
る
。
道
路
や
河
川
事
業
の
よ
う
な
一
般

公
共
事
業
で
は
国
民
や
都
道
府
県
民
や
市
町
村
民
と

い
っ
た
「
匿
名
の
受
益
者
」
で
あ
る
。
土
地
改
良
事
業

で
は
特
定
の
、
言
わ
ば
「
実
名
の
受
益
者
」
で
あ
る
。

　

こ
の
受
益
者
は
土
地
改
良
法
で
は
事
業
参
加
資
格
者

（
法
三
条
に
規
定
さ
れ
た
「
三
条
資
格
者
」
と
呼
称
）

と
さ
れ
る
。
施
設
管
理
も
含
む
土
地
改
良
事
業
は
「
一

定
の
地
域
」（
事
業
の
受
益
地
）
内
の
全
て
の
三
条
資

格
者
の
2─3
の
合
意
が
あ
れ
ば
、
反
対
者
が
い
て
も
事

業
が
実
施
さ
れ
、
事
業
費
負
担
が
強
制
的
に
徴
収
さ
れ

る
。
だ
か
ら
、
最
も
基
本
的
な
事
項
で
あ
る
が
、
農
業

構
造
の
変
化
に
強
く
影
響
を
受
け
る
。
以
下
、
未
墾
地

の
開
発
な
ど
で
な
く
、灌
漑
排
水
や
区
画
整
理
事
業（
以

下
「
事
業
」
と
い
う
。）
を
想
定
し
て
、考
え
て
み
よ
う
。

2
事
業
参
加
資
格
の
意
義
と
変
遷

　

事
業
実
施
に
よ
り
利
益
を
受
け
る
前
提
が
な
い
と
、

事
業
に
反
対
し
た
者
に
強
制
的
に
参
加
さ
せ
負
担
金
を

支
払
わ
せ
る
根
拠
が
失
わ
れ
る
。
事
業
実
施
に
よ
っ
て

借
地
す
る
耕
作
者
（
使
用
人
の
場
合
に
は
雇
主
）
は
農

業
経
営
の
改
善
か
ら
、地
主
は
地
代
（
農
地
の
賃
貸
料
）

の
増
加
や
維
持
か
ら
利
益
を
得
る
。

　

こ
の
利
益
が
投
資
意
欲
に
繋
が
る
が
、
経
済
状
況
や

農
業
構
造
が
変
遷
す
る
と
意
欲
を
持
つ
者
が
移
り
変
わ

る
。
明
治
二
十
年
代
以
降
に
成
長
し
た
地
主
は
、
米
価

上
昇
を
受
け
て
土
地
改
良
投
資
に
熱
心
に
な
り
、
明
治

三
十
二
年
に
は
地
主
を
事
業
参
加
資
格
者
と
す
る
耕
地

整
理
法
が
成
立
し
た
。
地
主
は
良
質
な
米
の
多
量
・
安

定
的
な
生
産
を
求
め
、
明
治
三
十
八
年
に
は
耕
地
整
理

法
の
対
象
に
灌
漑
排
水
事
業
を
加
え
た
。
日
露
戦
争
後

に
工
業
化
が
進
み
、
農
業
よ
り
も
有
利
な
他
産
業
の
投

資
先
が
増
え
た
の
で
、
地
主
は
土
地
改
良
投
資
に
意
欲

を
失
い
、
政
府
が
大
正
末
期
か
ら
灌
漑
排
水
事
業
に
高

率
の
助
成
を
始
め
た
。

　

戦
後
、
農
地
改
革
の
結
果
、
多
数
の
小
作
人
（
借
地

の
耕
作
者
）
は
農
地
を
所
有
す
る
多
数
の
自
作
農
と
な

り
、
新
た
に
制
定
さ
れ
た
土
地
改
良
法
で
は
、
事
業
参

加
資
格
者
は
地
主
か
ら
耕
作
者
に
変
更
さ
れ
た
。
自
作

農
は
地
主
で
も
あ
り
耕
作
者
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
意
欲

的
に
土
地
改
良
投
資
に
取
り
組
ん
だ
。
こ
の
自
作
農
も

高
度
成
長
期
の
到
来
と
と
も
に
生
産
性
の
低
い
零
細
経

営
が
問
題
視
さ
れ
た
が
、
経
営
規
模
の
拡
大
は
進
ま
ず
、

多
数
の
兼
業
農
家
が
生
ま
れ
た
。
彼
ら
は
農
業
機
械
の

利
用
に
よ
る
省
力
化
を
求
め
、
特
に
区
画
の
拡
大
を
含

む
圃
場
整
備
に
熱
心
で
あ
っ
た
。
こ
の
兼
業
農
家
も
、

近
年
、
後
継
者
不
足
か
ら
農
地
の
売
却
・
貸
出
を
志
向

す
る
よ
う
に
な
り
、
経
営
規
模
拡
大
が
進
ん
で
い
る
。

こ
の
た
め
多
数
の
零
細
な
地
主
と
少
数
の
経
営
規
模
を

拡
大
し
た
農
業
経
営
者
（
耕
作
者
）
と
い
う
戦
前
と
全

く
逆
の
農
業
構
造
に
な
っ
た
。
同
時
に
投
資
意
欲
は
兼

業
農
家
か
ら
大
規
模
経
営
者
に
移
っ
た
。
以
上
を
ま
と

め
た
の
が
表
1
で
あ
る
。

3
耕
作
者
と
地
主
の
関
係

　

民
法
で
は
建
物
や
土
地
の
改
良
に
使
わ
れ
た
費
用
を

有
益
費
と
言
い
、
有
益
費
を
支
払
っ
た
借
家
・
借
地
人

は
賃
貸
借
契
約
の
解
約
時
に
改
良
で
増
加
し
た
現
存
価

値
の
額
か
支
払
っ
た
金
額
を
家
主
・
地
主
に
請
求
で
き

る
（
賃
貸
借
契
約
で
有
益
費
の
請
求
権
を
放
棄
で
き
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る
）。
都
市
で
は
，

地
主
が
貸
ビ
ル
や

ア
パ
ー
ト
を
建
設

や
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

す
る
場
合
も
あ
れ

ば
、
小
売
企
業
が

借
地
し
て
自
前
の

資
金
で
店
舗
と
駐

車
場
を
整
備
す
る

場
合
も
あ
る
。
賃

貸
借
契
約
の
解
約

時
に
は
、
前
者
な

ら
賃
借
人
が
自
分

で
改
良
し
た
部
分

は
原
状
に
戻
す
例

が
多
い
だ
ろ
う
。

後
者
で
は
更
地
に

戻
す
こ
と
も
あ
る

が
、
通
常
は
地
主

か
ら
建
物
と
駐
車

場
の
整
備
費
の
一

部
を
支
払
っ
て
貰

い
退
去
す
る
。

　

土
地
改
良
で
も

耕
作
者
（
借
地
権

者
）
が
事
業
費
負
担
を
す
れ
ば
賃
貸
借
契
約
解
約
時
に

同
様
な
有
益
費
支
払
い
を
請
求
で
き
る
が
、
土
地
改
良

法
で
支
払
額
を
価
値
の
増
加
額
に
限
定
し
て
い
て
、
算

定
が
難
し
い
。
し
か
も
、
都
会
な
ら
賃
借
人
の
整
備
し

た
建
物
と
駐
車
場
を
他
に
利
用
で
き
る
が
土
地
改
良
で

は
出
来
ず
、
ま
た
区
画
を
大
き
く
す
れ
ば
分
割
も
難
し

く
農
地
転
用
は
困
難
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
事
業
参
加

資
格
者
は
原
則
と
し
て
耕
作
者
で
あ
る
も
の
の
、
地
主

の
意
向
を
重
視
し
て
地
主
が
事
業
参
加
者
と
な
り
事
業

費
負
担
を
す
る
例
が
今
ま
で
多
か
っ
た
。
だ
が
、
今
や

農
地
を
貸
し
た
い
地
主
が
多
く
借
り
手
が
少
な
い
状
況

で
、
地
主
が
事
業
後
に
地
代
（
賃
貸
料
）
の
上
乗
せ
が

で
き
な
い
。
農
地
の
借
り
手
を
容
易
に
見
つ
け
耕
作
放

棄
地
化
を
避
け
る
だ
け
が
事
業
実
施
の
目
的
と
な
る
。

だ
か
ら
、
地
主
の
投
資
意
欲
は
薄
れ
て
い
る
の
で
、
意

欲
の
あ
る
大
規
模
農
業
経
営
者
（
借
地
人
で
耕
作
者
）

に
事
業
参
加
資
格
を
与
え
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
が
、

有
益
費
問
題
に
遭
遇
す
る
。

4
土
地
改
良
投
資
に
お
け
る
地
主
の
意
向
の
反
映

　

大
規
模
農
業
経
営
者
が
投
資
意
欲
の
薄
れ
た
多
数
の

地
主
を
相
手
に
賃
貸
借
契
約
を
結
ぶ
と
き
に
、
事
業
開

始
や
費
用
負
担
等
に
か
か
る
具
体
的
な
内
容
を
含
め
る

こ
と
は
、
事
業
内
容
や
負
担
額
も
明
確
に
な
ら
な
い
場

合
も
あ
り
相
当
な
困
難
が
想
定
さ
れ
る
。
現
行
法
で
地

主
は
自
ら
耕
作
者
に
替
わ
っ
て
事
業
参
加
資
格
者
に
な

る
こ
と
が
で
き
る
（
注
1
）
が
、
耕
作
者
の
意
向
を
反

映
す
る
農
業
委
員
会
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
。

　

多
数
派
の
地
主
の
意
向
を
反
映
す
る
方
法
と
し
て
は
、

第
一
に
は
、
土
地
改
良
法
の
換
地
権
利
者
会
議
の
よ
う

に
、
地
主
も
耕
作
者
も
合
わ
せ
て
2─3
以
上
の
同
意
に

す
る
方
法
が
あ
る
が
、
投
資
意
欲
を
低
い
地
主
が
大
多

数
だ
か
ら
事
業
化
が
困
難
に
な
る
。
た
だ
明
治
三
十
二

年
耕
地
整
理
法
の
よ
う
に
議
決
権
に
ウ
エ
イ
ト
を
付
け
、

地
主
は
一
票
だ
が
、
耕
作
者
は
自
分
の
農
地
の
一
票
の

他
に
借
り
て
い
る
農
地
の
一
筆
毎
（
ま
た
は
地
主
毎
）

に
一
票
の
議
決
権
を
持
つ
と
い
っ
た
工
夫
も
考
え
ら
れ

る
。
第
二
に
は
、組
合
施
行
の
土
地
区
画
整
理
事
業（
事

業
計
画
等
の
認
可
申
請
）
の
方
式
で
、
地
主
・
借
地
者

の
双
方
の
同
意
と
、
同
意
者
の
所
有
面
積
と
借
地
面
積

の
和
が
事
業
面
積
の
2─3
以
上
と
な
る
必
要
が
あ
る
。

土
地
改
良
な
ら
、
地
主
の
同
意
が
2─3
以
上
に
な
る
可

能
性
は
低
い
の
で
、
地
主
数
同
意
は
1─2
以
上
と
し
、

耕
作
者
（
借
地
権
者
）
数
や
全
面
積
の
同
意
を
2─3
以

上
に
す
る
と
い
っ
た
工
夫
が
必
要
で
あ
る
（
注
2
）。

5
こ
れ
か
ら
の
事
業
参
加
資
格
問
題

　

都
府
県
で
は
農
地
の
売
買
に
よ
る
規
模
拡
大
が
進
ま

ず
、
当
面
、
借
地
農
業
を
前
提
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
今

回
の
法
改
正
に
あ
る
よ
う
に
、
農
地
中
間
管
理
機
構
に

よ
る
借
入
農
地
に
係
る
事
業
費
負
担
を
求
め
な
い
な
ら

ば
、
ほ
場
の
大
区
画
化
な
ど
へ
の
抵
抗
感
は
別
に
し
て

有
益
費
問
題
は
解
消
す
る
。

　

そ
れ
以
外
に
考
え
ら
え
る
施
策
と
し
て
、
①
賃
貸
借

契
約
の
円
滑
化
（
有
益
費
算
定
の
ル
ー
ル
化
と
行
政
の

斡
旋
強
化
）、
②
賃
借
人
の
確
保
（
賃
貸
借
契
約
の
長

期
化
、
解
除
時
に
農
地
中
間
管
理
機
構
に
よ
る
新
た
な

賃
借
人
の
早
急
な
紹
介
）、
③
地
主
投
資
意
欲
の
促
進

（
相
続
税
や
固
定
資
産
税
等
の
減
免
と
耕
作
放
棄
地
に

対
す
る
重
税
化
）
な
ど
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
対
策
よ
り
も
、
本
シ
リ
ー
ズ
6
で
論
じ
た

よ
う
に
、
地
主
が
農
地
を
土
地
改
良
区
に
貸
し
出
し
地

代
と
徴
収
す
る
負
担
金
を
相
殺
す
る
サ
ブ
リ
ー
ス
方
式

が
現
実
的
と
思
わ
れ
る
。
実
名
の
受
益
者
の
公
共
組
合

で
あ
る
土
地
改
良
区
の
役
割
を
期
待
し
た
い
。

（
注
1
）
G
H
Q
（
進
駐
軍
）
が
所
有
権
尊
重
の
た
め
に
加
え
た
条
項
と

言
わ
れ
る
。

（
注
2
）
明
治
四
十
二
年
の
改
正
耕
地
整
理
法
で
は
、
組
合
設
立
要
件
と

し
て
、
土
地
所
有
者
数
の
1─2
、
地
積
賃
貸
価
格
の
2─3
以

上
を
条
件
と
し
て
い
る
。

（
参
考
文
献
）
戦
後
改
革　

6
農
地
改
革
、
東
大
出
版
会
、
一
九
七
五

表 1　農地権利者の志向と農業構造の変遷

農地権利者 農 業 構 造 の 変 遷

区分 投資目的
年代区分 明治 大正・昭和（戦前） 昭和（戦後） 平成以降

農業構造 地主小作制 自作農制 大規模借地農制

所有者
（地主）

地代収入
数 少 少 多 多

投資意欲 大 中 大 小

借地権者
（耕作者）

農業収益
数 多 多 多 少

投資意欲 （大） （大） 大 大

　＊ 借地による耕作者が使用人である場合には雇用主（農業経営者）である。
＊＊（大）は投資意欲はあっても必要な資金手当てができない場合を意味する。
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る
）。
都
市
で
は
，

地
主
が
貸
ビ
ル
や

ア
パ
ー
ト
を
建
設

や
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

す
る
場
合
も
あ
れ

ば
、
小
売
企
業
が

借
地
し
て
自
前
の

資
金
で
店
舗
と
駐

車
場
を
整
備
す
る

場
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も
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。
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借
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約
の
解
約

時
に
は
、
前
者
な

ら
賃
借
人
が
自
分

で
改
良
し
た
部
分

は
原
状
に
戻
す
例

が
多
い
だ
ろ
う
。

後
者
で
は
更
地
に

戻
す
こ
と
も
あ
る

が
、
通
常
は
地
主

か
ら
建
物
と
駐
車

場
の
整
備
費
の
一

部
を
支
払
っ
て
貰

い
退
去
す
る
。

　

土
地
改
良
で
も

耕
作
者
（
借
地
権

者
）
が
事
業
費
負
担
を
す
れ
ば
賃
貸
借
契
約
解
約
時
に

同
様
な
有
益
費
支
払
い
を
請
求
で
き
る
が
、
土
地
改
良

法
で
支
払
額
を
価
値
の
増
加
額
に
限
定
し
て
い
て
、
算

定
が
難
し
い
。
し
か
も
、
都
会
な
ら
賃
借
人
の
整
備
し

た
建
物
と
駐
車
場
を
他
に
利
用
で
き
る
が
土
地
改
良
で

は
出
来
ず
、
ま
た
区
画
を
大
き
く
す
れ
ば
分
割
も
難
し

く
農
地
転
用
は
困
難
に
な
る
。
こ
の
た
め
、
事
業
参
加

資
格
者
は
原
則
と
し
て
耕
作
者
で
あ
る
も
の
の
、
地
主

の
意
向
を
重
視
し
て
地
主
が
事
業
参
加
者
と
な
り
事
業

費
負
担
を
す
る
例
が
今
ま
で
多
か
っ
た
。
だ
が
、
今
や

農
地
を
貸
し
た
い
地
主
が
多
く
借
り
手
が
少
な
い
状
況

で
、
地
主
が
事
業
後
に
地
代
（
賃
貸
料
）
の
上
乗
せ
が

で
き
な
い
。
農
地
の
借
り
手
を
容
易
に
見
つ
け
耕
作
放

棄
地
化
を
避
け
る
だ
け
が
事
業
実
施
の
目
的
と
な
る
。

だ
か
ら
、
地
主
の
投
資
意
欲
は
薄
れ
て
い
る
の
で
、
意

欲
の
あ
る
大
規
模
農
業
経
営
者
（
借
地
人
で
耕
作
者
）

に
事
業
参
加
資
格
を
与
え
る
こ
と
は
適
切
で
あ
る
が
、

有
益
費
問
題
に
遭
遇
す
る
。

4
土
地
改
良
投
資
に
お
け
る
地
主
の
意
向
の
反
映

　

大
規
模
農
業
経
営
者
が
投
資
意
欲
の
薄
れ
た
多
数
の

地
主
を
相
手
に
賃
貸
借
契
約
を
結
ぶ
と
き
に
、
事
業
開

始
や
費
用
負
担
等
に
か
か
る
具
体
的
な
内
容
を
含
め
る

こ
と
は
、
事
業
内
容
や
負
担
額
も
明
確
に
な
ら
な
い
場

合
も
あ
り
相
当
な
困
難
が
想
定
さ
れ
る
。
現
行
法
で
地

主
は
自
ら
耕
作
者
に
替
わ
っ
て
事
業
参
加
資
格
者
に
な

る
こ
と
が
で
き
る
（
注
1
）
が
、
耕
作
者
の
意
向
を
反

映
す
る
農
業
委
員
会
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
。

　

多
数
派
の
地
主
の
意
向
を
反
映
す
る
方
法
と
し
て
は
、

第
一
に
は
、
土
地
改
良
法
の
換
地
権
利
者
会
議
の
よ
う

に
、
地
主
も
耕
作
者
も
合
わ
せ
て
2─3
以
上
の
同
意
に

す
る
方
法
が
あ
る
が
、
投
資
意
欲
を
低
い
地
主
が
大
多

数
だ
か
ら
事
業
化
が
困
難
に
な
る
。
た
だ
明
治
三
十
二

年
耕
地
整
理
法
の
よ
う
に
議
決
権
に
ウ
エ
イ
ト
を
付
け
、

地
主
は
一
票
だ
が
、
耕
作
者
は
自
分
の
農
地
の
一
票
の

他
に
借
り
て
い
る
農
地
の
一
筆
毎
（
ま
た
は
地
主
毎
）

に
一
票
の
議
決
権
を
持
つ
と
い
っ
た
工
夫
も
考
え
ら
れ

る
。
第
二
に
は
、組
合
施
行
の
土
地
区
画
整
理
事
業（
事

業
計
画
等
の
認
可
申
請
）
の
方
式
で
、
地
主
・
借
地
者

の
双
方
の
同
意
と
、
同
意
者
の
所
有
面
積
と
借
地
面
積

の
和
が
事
業
面
積
の
2─3
以
上
と
な
る
必
要
が
あ
る
。

土
地
改
良
な
ら
、
地
主
の
同
意
が
2─3
以
上
に
な
る
可

能
性
は
低
い
の
で
、
地
主
数
同
意
は
1─2
以
上
と
し
、

耕
作
者
（
借
地
権
者
）
数
や
全
面
積
の
同
意
を
2─3
以

上
に
す
る
と
い
っ
た
工
夫
が
必
要
で
あ
る
（
注
2
）。

5
こ
れ
か
ら
の
事
業
参
加
資
格
問
題

　

都
府
県
で
は
農
地
の
売
買
に
よ
る
規
模
拡
大
が
進
ま

ず
、
当
面
、
借
地
農
業
を
前
提
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
今

回
の
法
改
正
に
あ
る
よ
う
に
、
農
地
中
間
管
理
機
構
に

よ
る
借
入
農
地
に
係
る
事
業
費
負
担
を
求
め
な
い
な
ら

ば
、
ほ
場
の
大
区
画
化
な
ど
へ
の
抵
抗
感
は
別
に
し
て

有
益
費
問
題
は
解
消
す
る
。

　

そ
れ
以
外
に
考
え
ら
え
る
施
策
と
し
て
、
①
賃
貸
借

契
約
の
円
滑
化
（
有
益
費
算
定
の
ル
ー
ル
化
と
行
政
の

斡
旋
強
化
）、
②
賃
借
人
の
確
保
（
賃
貸
借
契
約
の
長

期
化
、
解
除
時
に
農
地
中
間
管
理
機
構
に
よ
る
新
た
な

賃
借
人
の
早
急
な
紹
介
）、
③
地
主
投
資
意
欲
の
促
進

（
相
続
税
や
固
定
資
産
税
等
の
減
免
と
耕
作
放
棄
地
に

対
す
る
重
税
化
）
な
ど
が
あ
る
。

　

こ
う
し
た
対
策
よ
り
も
、
本
シ
リ
ー
ズ
6
で
論
じ
た

よ
う
に
、
地
主
が
農
地
を
土
地
改
良
区
に
貸
し
出
し
地

代
と
徴
収
す
る
負
担
金
を
相
殺
す
る
サ
ブ
リ
ー
ス
方
式

が
現
実
的
と
思
わ
れ
る
。
実
名
の
受
益
者
の
公
共
組
合

で
あ
る
土
地
改
良
区
の
役
割
を
期
待
し
た
い
。

（
注
1
）
G
H
Q
（
進
駐
軍
）
が
所
有
権
尊
重
の
た
め
に
加
え
た
条
項
と

言
わ
れ
る
。

（
注
2
）
明
治
四
十
二
年
の
改
正
耕
地
整
理
法
で
は
、
組
合
設
立
要
件
と

し
て
、
土
地
所
有
者
数
の
1─2
、
地
積
賃
貸
価
格
の
2─3
以

上
を
条
件
と
し
て
い
る
。

（
参
考
文
献
）
戦
後
改
革　

6
農
地
改
革
、
東
大
出
版
会
、
一
九
七
五

表 1　農地権利者の志向と農業構造の変遷

農地権利者 農 業 構 造 の 変 遷

区分 投資目的
年代区分 明治 大正・昭和（戦前） 昭和（戦後） 平成以降

農業構造 地主小作制 自作農制 大規模借地農制

所有者
（地主）

地代収入
数 少 少 多 多

投資意欲 大 中 大 小

借地権者
（耕作者）

農業収益
数 多 多 多 少

投資意欲 （大） （大） 大 大

　＊ 借地による耕作者が使用人である場合には雇用主（農業経営者）である。
＊＊（大）は投資意欲はあっても必要な資金手当てができない場合を意味する。
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